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第４章 

 

計画的な地域福祉の推進 
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第１節 区市町村地域福祉計画の策定・改定に向けた支援 

【現状と課題】 

○ 社会福祉法の改正により、平成30年 4月から、区市町村地域福祉計画の

策定が努力義務となっており、都内においては、令和３年４月時点で、5５

区市町村が地域福祉計画を策定済みです。 

○ また、改正社会福祉法では、区市町村は、地域生活課題の解決に資する包

括的な支援体制を整備するよう努めるとともに、区市町村地域福祉計画に記

載することで、計画的な体制整備を図ることとされました。 

○ 都内の多くの区市町村が、地域福祉計画の策定や改定を予定しており、そ

の際には、包括的な支援体制の整備や生活困窮者自立支援制度を計画に位置

付けるなど、計画的な地域福祉の推進のための新たな対応が求められていま

す。 

○ 計画「策定済み」の区市町村の中には、社会福祉協議会との連携を図るため、

地域福祉活動計画と地域福祉計画の計画期間を合わせているところや、法定計画

との整合性を図るため、地域福祉計画の改定年度を１年遅らせるといった工夫を

しているところがあります。一方、計画の進行管理にあたっては、法定計画との

差別化が難しい、アウトカム指標の設定が難しい等といった課題も挙げられてい

ます。 

 

【取組の方向性】 

○ 都内の区市町村による、地域福祉計画に基づく計画的な地域福祉の推進を

支援するため、学識経験者や区市町村、関係団体等で構成する会議体を設置

し、この計画の進行管理を行います。 

○ 区市町村による地域福祉計画の策定状況や、計画に基づく地域福祉の推進

に係る現状を把握・分析した上で、地域福祉を推進するための施策を検討し

ます。 

○ 先進的な取組事例の紹介や、都と区市町村との意見交換、区市町村間の情

報共有を行う機会を設け、地域福祉計画の普及推進を図ります。 
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第２節 東京都地域福祉支援計画の進行管理（評価指標） 

○ この計画の進捗による施策効果の把握・分析・評価を行うため、目標とな

る指標を設定します。 

○ これらの指標等を活用し、PDCAサイクルを繰り返しながらこの計画の進

行管理を行うとともに、東京都地域福祉支援計画の改定につなげていきます。 

 

＜評価指標＞ 

項目 
第一期計画策定時 

（平成２９年度） 
現状 目標 

地域福祉計画を策定している区

市町村数 

52区市町村 

（平成29年4月） 

５５区市町村 

（令和３年４月） 
増やす 

地域福祉計画に基づき社会福祉

法第１０６条の３に規定する包

括的支援体制を整備する区市町

村数 

36区市町村 

（平成29年4月） 

４９区市町村 

（令和３年４月） 
増やす 

生活支援コーディネーターの配

置 

51自治体 

（平成29年6月） 

６０区市町村 

（令和２年１２月） 
全62区市町村 

協議体の設置 
40自治体 

（平成29年6月） 

５２区市町村 

（令和２年１２月） 
全62区市町村 

地域における多世代交流拠点の

整備 

整備推進に向けた 

方針を検討中 

３０区市町 

（令和３年４月） 
全62区市町村 

成年後見制度による都内申立実

績 

5,076件 

（平成28年度） 

4,657件 

（令和２年） 
増やす 

都内の介護労働者の離職率 
14.9％ 

（平成28年度） 

20.1％ 

（令和元年度） 
減少 

福祉サービスの第三者評価受審

件数 

2,970件 

（平成28年度） 

3,608件 

（令和２年度） 
増やす 

 


